
1 

 

事 業 計 画 書 

 

１．事業の概要 

事業の名称 桜保育所整備事業 

事業の内容 【概要】現在の桜保育所を南桜公園敷地内に建替（新築）する。 

規模 入所定員 120 名、木造２階建、延床面積 1,200 ㎡程度 

配置 敷地中央に保育所を配置し、北側に駐車場約 30 台分、南側に園庭約 1,000

㎡を配置する。乗入は東西道路より行い、境界部分はフェンス等を廻し、

道路や白石川土手との往来の遮断を図り、幼児の安全性を確保する。 

(別紙資料②のとおり) 

・新たに建設できる土地の確保は町内では困難であり、また、建設予定地を含

む地域はハザードマップにおいて浸水区域に含まれるが、本町の市街地・他

の民間の子育て施設も低地に広がっており(別紙資料①)、当地域が特別に危険

な場所ではない。水害時対策として、２階屋上にも避難できる構造を考慮、

外部階段も設置する。 

・現在の桜保育所は完成後取壊し（2021 年予定）、都市公園として整備する。 

 

【上位計画との関連】 

・第 5 次大河原町長期総合計画 

・大河原町子ども・子育て支援事業計画 

・第 6 次大河原町長期総合計画 

・第 4 次大河原町国土利用計画 

・大河原町都市計画マスタープラン（策定中） 

 

事業の目的  桜保育所を移転新築することにより、町内の保育需要に応えるとともに、障

がい児保育や乳児保育など、公立保育所として求められる役割を担いながら、

現在の保育所の問題点を改善し、より児童や保護者の期待に添える保育を実施

することが出来る。（待機児童等の状況は別紙資料③のとおり） 

事業計画の背景 【背景】 

・現桜保育所（入所定員 120 名、軽量鉄骨造平屋建、建築面積 726 ㎡）は、開

設が昭和 50 年（1975 年）と古く、建設経過年数は 44 年である。 

・償却年数に近く外壁や屋根など建築的な経年劣化も激しくなっており、室内

外設備機器（照明・冷暖房機器・給排水設備）などについても、機能の維持

や管理が難しい状況にある。 

・厨房については必要な設備が一部設置されておらず、バリアフリー法やだれ

もが住みやすい福祉のまちづくり条例など、現行法規に適合しない部分も出

てきている。 
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・町内の同規模他民間保育所等に比べて、園舎の床面積が狭いものになってお

り、保育士の休憩室や更衣室、物品の収納庫なども不足している。 

・現保育所の駐車場は 3 台分と極端に少なく、送迎滞留スペースも無いことか

ら、朝夕の車使用による送迎で、一方通行の道路での近隣への交通渋滞が日

常化している。 

 

【期待される効果】 

・現行法規に準拠したユニバーサルデザインの保育所として、大河原町の保育 

理念にも基づいた、きめ細やかなサービスを持つ、町内唯一の公立保育所と 

して新しくオープンできる。 

・ハザードマップの浸水区域内で、万が一の場合でも子ども達の２階屋上への

仮の避難経路を確保し、一時的な滞留場所として利用することが可能な計画

とする。 

 

これまでの取組状況 ①H29 年 4 月 庁舎内で保育所整備の具体的検討に着手 

 ・現在地での建替えの可能性検討 

 ・他の候補地がないか情報収集 

②H29 年 10 月 政策企画委会議にて協議 

 ・候補地 6 案について協議 

 ・南桜公園を第一候補、字中の水門地内を第二候補とする 

 ・H30 年度 基礎調査、H31 年度 設計、H32 年度 建設予定を決定 

③H30 年 4 月 政策企画会議にて協議 

 ・設計、建設スケジュールの確認 

 ・整備基本計画の策定内容の確認 

 ・都市公園廃止のスケジュールの確認 

④H30 年 6 月 大河原町議会全員協議会にて説明 

 ・桜保育所整備の基本スケジュールの説明 

⑤H30 年 12 月 南桜集会所にて桜町地区説明会開催 

 ・桜町地区周辺住民の方々に、桜保育所整備計画の説明 

 

今後のスケジュール ①基本計画      2018（H30）年 7 月～2019（H31）年 3 月 

②基本設計、実施設計 2019（H31）年 4 月～2020（R2）年 3 月 

③建設工事、工事管理 2020（R2）年 4 月～2021（R3）年 3 月 

④供用開始予定    2021（R3）年 3 月 

⑤保育所 開所    2021（R3）年 4 月 
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２．事業内容 

用地関係 

 

 

 

予定地 大河原町南桜町 15 番地 

用地確保の状況 用地の確保  済・未 

町有地・民有地買上・その他（    ） 

敷地面積 3,585 ㎡ 程度 

規制の状況 規制区域 都市計画区域 未線引き区域 

用  途 第二種低層住居専用地域 

建ぺい率 50％ 

容 積 率  80％ 

高度地区 なし 

そ の 他   

建設関係 事業規模 ≪事業面積≫ 

木造 2 階建 延床面積 1,200 ㎡ 程度 

≪主要施設≫ 

保育所 

工事関係 事業規模 ・外構工事（3,585 ㎡） 

 

３．事業費 

建設費又は 

工事費  Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

調査費・設計費（H31）42,000 千円 

（測量調査・地質調査・実施設計・工事監理） 

【財源内訳】施設整備事業債  保育所分 50％充当 交付税 70％措置あり 

       42,000×50％≒21,000 千円 

       社会福祉施設整備事業債 80％充当 交付税措置なし 

      残 21,000×80％≒16,800 千円 不足分   4,200 千円（一財） 

建設費（H32）460,000 千円 

（建設工事・外構工事） 

【財源内訳】施設整備事業債  保育所分 50％充当 交付税 70％措置あり 

        460,000×50％≒230,000 千円 

      社会福祉施設整備事業債 80％充当 交付税措置なし 

 残 230,000×80％≒184,000 千円 不足分 46,000 千円（一財）  

合 計 502,000 千円（一財計 50,200 千円） 

維持管理費  Ｂ １年間の維持管理費の累計 

【現桜保育所の年間経費】 

・人件費等  107,000 千円  

・賄材料等児童直接経費  13,000 千円 

・施設関係管理費  2,000 千円 

・燃料光熱費等 3,000 千円 

合計 125,000 千円 
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 ※新施設については燃料光熱費等に変動があると思われるが推計は困難、 

  人件費や児童直接経費については大きな変動はない。 

【財源内訳】 

保護者負担金  20,000 千円（H31 年度予算ベース） 

一 般 財 源  105,000 千円（交付税措置） 

合計 Ａ＋Ｂ 建設費 498,775 千円＋維持管理費 125,000 千円  合計 623,775 千円        

公債費    Ｃ        利子分         元利償還分 

設計分  R2～R4          R5～R33 

     年額 384 千円     年額 2,644 千円 

本工事分 R3～R5          R6～R34 

     年額 4,600 千円     年額 31,700 千円 

 

 


